
派遣先との間で成立する労働契約の期間について 
 
例：４月１日～９月３０日の派遣労働契約の場合 

〈Ⅱ〉 

元－労 

先－労 

4/1 4/23 5/10 

新たな契約 

9/30 

労働契約申込み（がみなされる期間） 

承諾 

労働契約 

違法
行為 

始期 終期 

〈Ⅰ〉 

元－労 

先－労 

4/1 4/23 5/10 9/30 

労働契約申込み（がみなされる期間） 

労働契約 

違法
行為 

始期 終期 

10/10 

？ 

承諾 新たな契約 

派遣先との間で成立する労働契約の 

「始期」と「終期」はどうなるのか？ 

派遣先との間で成立する労働契約の 

「始期」と「終期」はどうなるのか？ 

資料１－４ 


